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（目的）
第１条　この仕様書は、茅野市上下水道緊急当番業者に関する事務取扱要領に基づく当番業務に関する上下水道緊急当番業務委託契約について、必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この仕様書で使用する用語の意義は、要領で使用する用語の意義の例による。
（関係法令の遵守）
第３条　茅野市（以下「委託者」という。）と業務委託契約を締結した当番業務受託者（以下「受託者」という。）は、本業務の履行にあたって、関係法令並びに上下水道関係の条例、規則及びその他の規程を遵守しなければならない。
（業務内容）
第４条　受託者は、次の各号に掲げる当番業務を行うものとする。
　(1)　基本業務　次に掲げる業務内容をいう。
　　ア　緊急対応の依頼に対応するための待機
　　イ　委託者からの緊急対応の受付及び連絡
　　ウ　その他、基本業務に附帯する業務
　(2)　修繕業務　次に掲げる業務内容をいう。
　　ア　導水管、送水管及び配水管の漏水修繕
　　イ　給水装置（個人等の給水装置を含む）の修繕
　　ウ　出水不良の対応
　　エ　凍結時の対応
　　オ　排水設備の修繕
　　カ　その他、修繕業務に附帯する業務
　(3)　その他業務
　　ア　災害時の緊急対応
　（業務場所）
第５条　業務場所は、茅野市内一円とする。
（業務体制及び待機時間）
第６条　受託者の業務体制については、午前0時00分から翌日午前0時00分までとする。また、当番の順番の決定方法については、委託者において決定するものとする。
（受託者の待機）
第７条　当番期間中の待機において、受託者は固定電話、携帯電話等により必ず連絡及び対応がとれる体制をとること。連絡がとれない場合は受託者の不履行とみなすことができる。


（業務委託の態勢及び即応の義務）
第８条　当番業務は、緊急を要する業務を対象としていることから、受託者は業務の特殊性を十分に認識し、業務委託契約書及び本仕様書に基づき、職務を誠実に行うとともに職務のサービス性について社内教育を徹底するものとし、当番中は、昼夜を問わず、当番業務の依頼に即応できる態勢を整えておかなければならない。
２　受託者は、当番中、委託者及び個人等からの緊急対応を求められた場合は、速やかに現地に赴き、初期対応及び修繕等業務を行う義務を負うものとする。
（施工）
第９条　配管工事等は、原則、選任されている有資格者の技術指導により施工することとする。
（機材の整備）
第10条　受託者は、当番中、修繕業務等に支障をきたさないよう、茅野市上下水道緊急当番業者に関する事務取扱要領の上下水道管修繕工事に必要な資機材の保有調書（様式第５号）に掲げる資機材、その他工具、保安設備等、修繕業務等に必要な機材を整備しておかなければならない。
（業務報告）
第11条　当日完了した当番業務の処置、箇所及びその状況は、委託者に報告するものとする。ただし、やむを得ず当日完了しない、又は応急処置した場合の保安設備等の設置及び翌日以降の修繕業務等については、委託者に報告し了承を得なければならない。
２　修繕業務等に係る費用が委託者負担となる場合は、報告書に写真を添付するものとする。
（業務委託料）
第12条　業務に要する経費である待機料は、委託者が定める金額とする。
（修繕工事費の算出及び精算）
第13条　修繕業務（個人等の給水装置、排水設備を除く。）に要する経費である修繕工事費の算出は、受託者の提出する工事報告書に基づき、委託者が定めた修理単価表によるものとする。
２　修繕工事費は、修繕工事１件ごとに精算を行うものとする。
（本仕様書に記載なき事項）
第14条　受託者は、修繕工事について、本仕様書に記載のない事項は茅野市水道工事標準仕様書、長野県土木工事共通仕様書及び茅野市公共下水道排水設備指定工事店等に関する規程を遵守しなければならない。
（第三者に対する応対）
第15条　受託者は、作業現場における安全施設の設置や作業中の安全確保を行うと同時に、現場周辺の住民及び通行人並びに通行車両の安全確保を全てに優先させ、第三者に損傷、損害等を与えないよう特段の注意を払い当番業務を行うとともに、不安感や不信感を与える言動のないよう十分注意するものとする。
２　受託者は、漏水修繕等の作業中の振動、騒音等により現場周辺の住民に迷惑がかかることが想定されるときは、事前に現場周辺の住民に周知しなければならない。
３　受託者は、第三者から苦情等があった場合は、迅速かつ誠意をもって解決に当たるものとする。
（事故報告）
第16条　受託者は、既設物件の損害、交通事故等が発生した場合は、受託者責任において直ちに損害賠償等の対応を行うとともに、速やかに委託者に報告しなければならない。
（雑則）
第17条　この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者において協議を行い、誠意をもって解決するものとする。
